
「成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び
　成年後見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業」
　報告書　令和５年３月より　P.172.173 
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高齢者の権利擁護と虐待対応　お役立ち帳
　令和２年５月改定版より
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事務連絡

令和３年 12 月 24 日

  

各             殿

  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課地域生活支援推進室長 

「障害者虐待防止法に関するＱ＆Ａについて」の一部改正について

障害者虐待防止施策の推進については、｢障害者虐待防止法に関するＱ＆Ａについ

て｣(平成 24 年 11 月 21 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地

域移行・障害児支援室事務連絡)を参考に実施されているところですが、今般、別紙の

とおり改正することとしたので、各自治体におかれては御了知の上、関係機関等に対

し周知方よろしくお願いします。

【本件についての問合せ先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進室

虐待防止対策係（担当 松本、橋本）

TEL：０３－５２５３－１１１１

E-mail：soudan-shien@mhlw.go.jp

都道府県知事

市 町 村 長
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資料 ①－６
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○老人ホームへの入所措置等に関する留意事項について

(昭和六二年一月三一日)

(社老第九号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通達)

老人ホームへの入所措置等の指針については、本日付をもって、社会局長から通知されたところ

であるが、左記の事項にも留意され、適正な入所措置等が行われるよう、よろしくお取り計らい願

いたい。併せて関係方面への周知について御配慮願いたい。

なお、本通知は、昭和六二年四月一日から施行することとし、これに伴い次の通知は、昭和六二

年三月三一日をもって廃止する。

１　老人ホームの入所判定について(昭和五九年九月二〇日社老第一一〇号)

２　老人福祉法第一一条第一項第三号の特別養護老人ホームへの収容の措置について(昭和三九年九

月一二日社老第二八号)

記

第一　措置の実施者

１　老人福祉法(以「法」という。)第一一条第一項の措置の相手方たる老人が居住地を有すると

きは、その居住地の市町村が措置の実施者であること。ただし、当該老人が法第一一条第一項

第一号若しくは第二号又は生活保護法第三〇条第一項ただし書きの規定により、老人福祉法第

五条の三に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム、生活保護法第三八条に規定する

救護施設又は更生施設等に入所している場合にあっては、当該老人が入所前に居住地を有した

者であるときは、その居住地の市町村が、当該老人が入所前に居住地を有しないか、又はその

居住地が明らかでなかった者であるときは、入所前における当該老人の所在地の市町村が措置

の実施者であること。

この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場合をいうものであるが、現にその場

所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限

の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所

を居住地として認定するものであること。

２　法第一一条第一項の措置の相手方たる老人が居住地を有しないか又はその居住地が明らかで

ないときは、その所在地の市町村が措置の実施者であること。

なお、当該老人が、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホー

ム並びに生活保護法第三八条に規定する救護施設及び更生施設以外の社会福祉施設又は病院等

に入所している場合にあっては、当該施設の所在地の市町村が措置の実施者であること。

第二　老人ホームへの入所措置の要否判定困難ケースについての取り扱い

１　老人ホームへの入所措置の要否判定困難ケースについては、都道府県・指定都市・中核市本

庁の助言を求めることが望ましいものであること。

２　都道府県・指定都市・中核市は、入所措置の要否判定困難ケースについて助言を求められた

場合には、老人福祉主管課長、県本庁医師、福祉事務所長、保健所長、精神衛生センター所長

及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定審査会」を開催し、その意見を

聞くことが望ましいものであること。

第三　老人ホームへの入所措置決定時の事前説明等

１　老人ホームへの入所決定時に入所希望者及びその家族等に対して措置制度の仕組みや老人福

祉施設の種類とそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくのが望ましいも

のであること。

２　老人ホームへの入所措置を決定した後、入所するまで数か月の期間を要する場合は実際に入

所する時点で必要に応じ再度判定を行うのが望ましいものであること。

３　老人ホームへの入所措置の変更等に際しては、入所者及びその家族の意志を十分聴取すると

ともに措置の趣旨について十分説明し、理解と合意を得たうえで措置変更等を行うのが望まし

いものであること。

４　老人ホームに入所中の者に係る措置継続の要否判定は、年度当初に行うのが望ましいもので

あること。

第四　養護委託の際の手続等

１　委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ、次の措置をとることが望ましいものであ

ること。

1/2ページ・老人ホームへの入所措置等に関する留意事項について(◆昭和62年01月31日社...

2022/11/01https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4244&dataType=1&pageNo=1
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(1)　養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知

させること。

(2)　委託しようとする老人と養護受託者とを面接させること。

(3)　委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認す

ること。

２　委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、委託の条件として、少なくとも次に掲げ

る事項を文書をもって通知することが望ましいものであること。

(1)　処遇の範囲及び程度

(2)　委託費の額及び経理の方法

(3)　老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する

責を負わない旨

(4)　措置の実施者が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに

従わなければならない旨

３　同一の養護受託者が二人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護

する場合は、次の事項に留意すること。

(1)　個室を確保すること。

(2)　委託人数は、養護受託者の能力等を勘案し認定すること。ただし、数名を限度とするこ

と。

(3)　養護受託者は、養護を受ける者の養護に万全を期すること。

４　団体の長への養護委託を行う場合は、前記3のほか、次の事項に留意すること。

(1)　委託先は、社会福祉法人等とすること。

(2)　養護受託者たる団体の長は、ボランティア等の協力を得て養護を行って差し支えないこ

と。

第五　遺留金品の取扱い

法第二七条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第七六条の規定に基づく遺留金品の処

分の例により取り扱うのが望ましいものであること。

2/2ページ・老人ホームへの入所措置等に関する留意事項について(◆昭和62年01月31日社...

2022/11/01https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4244&dataType=1&pageNo=1
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老高発０７０２第１号

令 和 元 年 ７ 月 ２ 日

   都道府県

 各 指定都市 養護老人ホーム担当部（局）長 殿

   中 核 市

厚生労働省老健局高齢者支援課長

（ 公 印 省 略 ）

養護老人ホームにおける契約入所及び地域における公益的な取組の促進について

  養護老人ホームは、６５歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的な理由によ

り居宅で生活することが困難な者に対し、市区町村が措置を行い、入所者が自立した日

常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導・訓練等を行うことを目的とし

た施設です。

今後、高齢化の進展に伴い、社会的孤立の問題等が顕在化し、介護ニーズや介護以外の

生活課題を抱える低所得の高齢者が増加することが見込まれます。このような状況の中、

居宅での生活が困難な低所得の高齢者に対する地域における受け皿として、措置施設で

ある養護老人ホームが果たすべき役割はますます重要なものになると考えています。

他方、養護老人ホームの措置状況を見ると、地域によっては定員に対する入所者の割合

が必ずしも高くないケースもあると承知しています。

都道府県におかれましては、管内市区町村（指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）

において、①入所措置すべき者の適切な把握、②入所判定委員会の定期的な開催、③所在

地以外の養護老人ホームも含めた広域的な施設の活用など、必要な者への措置制度の適

切な活用がなされるよう、周知をお願いします。

また、養護老人ホームがその役割を適切に果たしていけるよう、下記の点について、御

了知の上、管内市区町村、養護老人ホーム、関係機関及び関係団体へ周知徹底し、その促

進を図るようお願いします。

また、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。

記

１．契約入所について

養護老人ホームへの入所については、収容の余力がある場合に限り、取扱人員総数

の２０パーセントの範囲内で契約入所を認める取扱いとしている（別添）ものの、十分

な周知が図られていない。

その間、平成２９年１０月に、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律の一部を改正する法律」が施行され、国土交通省では、住宅確保要配慮者に
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対する賃貸住宅の供給の促進を図ることとしており、これまで以上に居住に課題を抱

える者の受け皿整備が求められることとなった。

また、昨年４月に施行された、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等

の一部を改正する法律」は、地域包括ケアシステムを全世代、全対象に拡げていくべ

く、地域共生社会の実現に向けた取組の推進を柱の１つとして掲げており、地域共生

社会の実現に当たっては、とりわけ住まいの確保が重要であり、養護老人ホームがそ

の機能を活かし、一定の役割を果たすことが期待されている。

このような状況を踏まえ、改めて、以下のとおり、契約入所の取扱いをお示しする。

（１）対象者

 居住に課題を抱える者

※ 「居住に課題を抱える者」とは、例えば、一定程度の所得がある視覚障害者の

ほか、次のような住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律第２条に定める「住宅確保要配慮者」が考えられる。

※ なお、契約入所に当たっては、例えば、養護老人ホームからの申し出を受け、

協議を行うなど、措置入所が必要な者に支障を及ぼさないよう配慮すること。

＜住宅確保要配慮者＞

① 低額所得者（月収 15.8万円（収入分位 25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育している者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

・ 外国人等（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定して

おり、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養

所入所者、ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困

窮者等）

・ 東日本大震災等の大規模災害の被災者（発災後３年以上経過）

・ 都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者

（２）範囲

   定員の２０％の範囲内

（３）財産処分の取扱い

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第１７９号)に

基づき、補助金等の交付を受けて整備した養護老人ホームの場合には、厚生労働大

臣の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して、財産処分（転用、譲渡、交

換、貸付、担保、取壊し・廃棄）してはならないが、契約入所は、養護老人ホームが

本来果たすべき役割の範囲内であり、補助金交付の目的に反したものではないこと

から、財産処分に該当しないものである。
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２．地域における公益的な取組について

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号。以下

「設備・運営基準」という。）第２８条において、養護老人ホームは、その運営に当た

っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

を図らなければならないこととされている。

この点、平成２８年４月施行の「社会福祉法等の一部を改正する法律」では、社会福

祉法人の責務として、「地域における公益的な取組」の実施が明確化され、様々な福祉

ニーズに対応することが求められていることから、主な設置主体が社会福祉法人であ

る養護老人ホームにおいても、これまで以上に積極的な取組の推進が期待されている。

また、平成３０年度厚生労働省老人保健健康増進等事業において、「養護老人ホーム

及び軽費老人ホームの新たな役割の効果的な推進方策に関する調査研究事業」を実施

したところですが、この中で、多様化する地域課題に積極的に取り組むことの重要性

が報告書として取りまとめられた。

このような状況や、設備・運営基準第４条では、養護老人ホームの食堂、集会室等の

設備は、もっぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならないが、入所

者の処遇に支障がない場合には、この限りでないこととされていることを踏まえ、以

下のとおり、地域における公益的な取組の促進をお願いする。

（１）取組の内容

   社会福祉法第２４条第２項に規定する要件を満たすもの。例えば、「社会福祉法人  

の財務諸表等電子開示システム」の取組分類では、以下の例が示されている。

・地域の要支援者に対する相談支援

・地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援

・地域の要支援者に対する権利擁護支援

・地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供

・既存事業の利用料の減免・免除

・地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動

・地域住民に対する福祉教育

・地域の関係者とのネットワークづくり

（２）財産処分の取扱い

（１）の地域における公益的な取組を行う場合には、利用定員を減少させず、か

つ、設備・運営基準を遵守した上で、本来の業務に支障を及ぼさない範囲であれば、

養護老人ホームが本来果たすべき役割の範囲内であり、補助金交付の目的に反した

ものではないことから、財産処分に該当しないものである。
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所
を

委
託

し
、

又
は

そ
の

養
護

を
養

護
受

託
者

に
委

託
し

た
者

が
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

葬
祭

（
葬

祭
の

た
め

に
必

要
な

処
理

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

を
行

う
者

が
い

な
い

と
き

は
、

そ
の

葬
祭

を
行

い
、

又
は

そ
の

者
を

入
所

さ
せ

、
若

し
く

は
養

護
し

て
い

た
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

若
し

く
は

養
護

受
託

者
に

そ
の

葬
祭

を
行

う
こ

と
を

委
託

す
る

措
置

を
採

る
こ

と
が

で
き

る
。

S3
8.

7.
11

政
令

24
7

令
３

政
令

54
改

正
現

在

老
人

福
祉

法
施

行
令

第
7条

 
法

第
11

条
第

1項
第

3号
に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

養
護

受
託

者
は

、
当

該
65

歳
以

上
の

者
の

扶
養

義
務

者
（

民
法

（
明

示
29

年
法

律
第

89
号

）
に

定
め

る
扶

養
義

務
者

を
い

う
。

）
以

外
の

者
と

す
る

。

S3
8.

7.
11

厚
令

28
令

3厚
労

令
43

改
正

現
在

老
人

福
祉

法
施

行
規

則

第
1条

の
７

 
法

第
11

条
第

1項
第

3号
に

規
定

す
る

養
護

受
託

者
に

な
る

こ
と

を
希

望
す

る
者

は
、

そ
の

居
住

地
の

市
町

村
長

に
、

そ
の

旨
を

申
し

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

S6
2.

11
.1

5
厚

生
省

社
会

局
老

人
福

祉
課

老
人

福
祉

法
の

解
説

P9
3

７
 

養
護

委
託

 
養

護
委

託
制

度
は

、
何

ら
か

の
養

護
が

必
要

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
適

正
な

養
護

者
が

い
な

い
か

、
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

不
適

当
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

当
該

老
人

の
養

護
を

適
当

な
家

庭
に

委
託

し
て

行
う

も
の

で
、

日
本

で
は

老
人

福
祉

法
に

よ
っ

て
初

め
て

制
度

化
さ

れ
の

で
あ

る
が

、
従

来
養

老
施

設
と

近
隣

の
一

般
家

庭
と

の
話

し
合

い
に

よ
っ

て
少

人
数

家
庭

の
留

守
番

あ
る

い
は

子
守

と
し

て
こ

れ
を

希
望

す
る

老
人

を
当

該
家

庭
に

一
時

的
に

預
け

る
と

い
う

例
が

見
ら

れ
、

そ
の

制
度

化
が

望
ま

れ
て

い
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
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年
月

日
番

号
発

出
元

宛
先

通
知

名
内

容

1
S3

8.
7.

15
発

社
第

23
5号

事
務

次
官

通
達

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長

老
人

福
祉

法
の

施
行

に
つ

い
て

養
護

受
託

者
に

老
人

を
委

託
す

る
措

置
に

関
し

て
は

、
い

や
し

く
も

労
働

力
の

搾
取

と
み

ら
れ

る
よ

う
な

じ
れ

い
が

発
生

し
な

い
よ

う
に

特
に

留
意

す
る

こ
と

2
S3

8.
8.

1
社

発
第

52
5号

社
会

局
長

通
知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長

老
人

福
祉

法
の

施
行

に
つ

い
て

伴
う

留
意

事
項

等
に

つ
い

て

養
護

受
託

者
に

そ
の

養
護

を
委

託
さ

れ
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

同
法

に
基

づ
く

援
護

が
お

こ
な

わ
れ

る
の

で
、

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

は
医

療
扶

助
を

除
き

原
則

と
し

て
適

用
の

必
要

は
な

い
こ

と
。

3
H

6.
9.

30
老

計
第

13
0号

社
会

・
援

護
局

長
、

老
人

保
健

福
祉

局
長

、
児

童
家

庭
局

長
連

名
通

知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
民

生
主

管
部

（
局

）
長

福
祉

の
措

置
の

解
除

に
係

る
説

明
等

に
関

す
る

省
令

の
施

行
に

つ
い

て

説
明

等
を

通
知

す
る

相
手

方
に

つ
い

て
は

、
不

利
益

処
分

の
名

あ
て

人
で

あ
る

措
置

に
係

る
者

本
人

（
老

人
福

祉
法

第
10

条
の

４
第

1項
第

2号
の

規
定

に
基

づ
き

、
養

護
者

に
対

し
て

便
宜

を
供

与
す

る
措

置
を

採
っ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

が
養

護
者

を
含

む
）

を
原

則
と

す
る

こ
と

4
H

18
.4

.1
2

老
発

第
04

12
00

1号
老

健
局

長

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長
・

中
核

市
長

老
人

福
祉

法
第

11
条

の
規

定
に

よ
る

措
置

事
務

の
実

施
に

係
る

指
針

に
つ

い
て

支
弁

基
準

；
１

事
務

費
；

（
２

）
養

護
受

託
者

 
養

護
の

委
託

を
引

き
受

け
た

者
1人

に
つ

い
て

月
額

32
,0

00
円

２
生

活
費

（
１

）
一

般
生

活
費

 
養

護
老

人
ホ

ー
ム

及
び

養
護

受
託

者
 

甲
地

 
52

,7
80

円
 

乙
地

 
50

,2
10

円
（

５
）

加
算

の
特

例
 

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
養

護
委

託
の

場
合

は
一

人
当

た
り

22
,5

00
の

範
囲

内
に

お
い

て
加

算
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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5
H

18
.3

.3
1

老
発

第
03

31
02

8号
老

健
局

長

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長
・

中
核

市
長

老
人

ホ
ー

ム
へ

の
入

所
措

置
等

の
指

針
に

つ
い

て

第
6 

養
護

委
託

の
措

置
の

基
準

 
次

の
い

ず
れ

か
の

場
合

に
該

当
す

る
と

き
は

、
委

託
の

措
置

を
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
１

 
当

該
老

人
の

身
体

又
は

精
神

の
状

況
、

性
格

、
信

仰
等

が
受

託
者

の
生

活
を

乱
す

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

２
 

養
護

受
託

者
が

老
人

の
扶

養
義

務
者

で
あ

る
場

合
第

7 
措

置
の

開
始

、
変

更
及

び
廃

止
１

 
措

置
の

開
始

 
老

人
ホ

ー
ム

へ
の

入
所

又
は

養
護

委
託

の
措

置
の

基
準

に
適

合
す

る
老

人
に

つ
い

て
は

、
措

置
を

開
始

す
る

も
の

と
す

る
。

 
な

お
、

措
置

を
開

始
し

た
後

、
随

時
、

当
該

老
人

及
び

そ
の

家
族

を
訪

問
し

、
必

要
な

調
査

及
び

指
導

を
行

う
も

の
と

す
る

。
２

 
措

置
の

変
更

 
養

護
老

人
ホ

ー
ム

又
は

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
へ

の
入

所
又

は
養

護
受

託
者

へ
の

委
託

の
措

置
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
の

措
置

を
と

ら
れ

て
い

る
老

人
が

他
の

措
置

を
と

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
に

至
っ

た
場

合
は

、
そ

の
時

点
に

お
い

て
、

措
置

を
変

更
す

る
も

の
と

す
る

。
３

 
老

人
ホ

ー
ム

へ
の

入
所

又
は

養
護

受
託

者
へ

の
委

託
の

措
置

は
、

当
該

措
置

を
受

け
て

い
る

老
人

が
次

ぎ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
、

そ
の

時
点

に
お

い
て

、
措

置
を

廃
止

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
措

置
の

基
準

に
適

合
し

な
く

な
っ

た
場

合
（

２
）

入
院

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
老

人
ホ

ー
ム

又
は

養
護

受
託

者
の

家
庭

以
外

の
場

所
で

生
活

す
る

期
間

が
3ヶ

月
以

上
に

わ
た

る
こ

と
が

明
ら

か
に

予
想

さ
れ

る
場

合
、

又
は

お
お

む
ね

3ヶ
月

を
超

え
る

に
至

っ
た

場
合

４
 

措
置

後
の

入
所

継
続

の
要

否
 

老
人

ホ
ー

ム
の

入
所

者
に

つ
い

て
は

、
年

1回
入

所
継

続
の

要
否

に
つ

い
て

見
直

す
も

の
と

す
る

。
第

8 
65

歳
未

満
の

者
に

対
す

る
措

置
１

 
法

第
11

条
第

1項
第

1号
又

は
第

3号
に

規
定

す
る

措
置

 
法

第
11

条
第

1項
第

1号
又

は
第

3号
に

規
定

す
る

措
置

に
お

い
て

、
65

歳
未

満
の

者
で

あ
っ

て
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

は
、

法
第

11
条

第
1項

第
1号

又
は

第
3号

の
い

ず
れ

か
の

措
置

の
基

準
に

適
合

す
る

者
で

あ
っ

て
、

60
歳

以
上

の
者

に
つ

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。
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6
S6

2.
1.

31
社

老
第

9号
社

会
局

老
人

福
祉

課
長

通
知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
民

生
主

管
部

（
局

）
長

老
人

ホ
ー

ム
へ

の
入

所
措

置
等

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

第
4 

養
護

委
託

の
際

の
手

続
き

等
1 

 委
託

の
措

置
を

決
定

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
次

の
措

置
を

と
る

こ
と

が
望

ま
し

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
（

１
）

養
護

受
託

者
に

対
し

、
委

託
し

よ
う

と
す

る
老

人
の

健
康

状
態

、
経

歴
、

性
格

、
信

仰
等

に
つ

い
て

了
知

さ
せ

る
こ

と
。

（
２

）
委

託
し

よ
う

と
す

る
老

人
と

養
護

受
託

者
と

を
面

接
さ

せ
る

お
と

。
（

３
）

委
託

し
よ

う
と

す
る

老
人

と
養

護
受

託
者

が
委

託
の

措
置

に
つ

い
て

合
意

に
達

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

２
 

委
託

の
措

置
を

決
定

し
た

と
き

は
、

養
護

受
託

者
に

対
し

、
委

託
の

条
件

と
し

て
、

少
な

く
と

も
次

に
掲

げ
る

事
項

を
文

書
を

も
っ

て
通

知
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
１

）
処

遇
の

範
囲

及
び

程
度

（
２

）
委

託
費

の
額

及
び

経
理

の
方

法
（

３
）

老
人

又
は

受
託

者
が

相
互

の
関

係
に

お
い

て
損

害
を

被
っ

た
場

合
、

措
置

の
実

施
者

が
こ

れ
を

賠
償

す
る

責
を

負
わ

な
い

旨
（

４
）

措
置

の
実

施
者

が
養

護
受

託
者

に
つ

い
て

老
人

の
養

護
に

関
し

て
必

要
な

指
導

を
し

た
と

き
は

、
こ

れ
に

従
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
３

 
同

一
の

養
護

受
託

者
が

２
人

以
上

の
老

人
（

そ
れ

ら
が

夫
婦

等
特

別
の

関
係

に
あ

る
場

合
を

除
く

。
）

を
養

護
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
に

留
意

す
る

こ
と

。
（

１
）

個
室

を
確

保
す

る
こ

と
（

２
）

委
託

人
数

は
、

養
護

受
託

者
の

能
力

な
ど

を
勘

案
し

認
定

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
数

名
を

限
度

と
す

る
こ

と
。

（
３

）
養

護
受

託
者

は
、

養
護

を
受

け
る

者
の

養
護

に
万

全
を

期
す

る
こ

と
。

４
 

団
体

の
長

へ
の

養
護

委
託

を
行

う
場

合
は

、
前

記
３

の
ほ

か
、

次
の

事
項

に
留

意
す

る
こ

と
。

（
１

）
委

託
先

は
、

社
会

福
祉

法
人

等
と

す
る

こ
と

。
（

２
）

養
護

受
託

者
た

る
団

体
の

長
は

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

の
協

力
を

得
て

養
護

を
行

っ
て

差
し

支
え

な
い

こ
と

。

7
H

18
.1

.2
4

老
発

第
01

24
00

4号
老

健
局

長
通

知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長
・

中
核

市
長

老
人

保
護

措
置

費
の

費
用

徴
収

基
準

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 ２
「

主
た

る
扶

養
義

務
者

」
に

つ
い

て
「

主
た

る
扶

養
義

務
者

」
の

認
定

は
被

措
置

者
の

扶
養

義
務

者
（

民
法

に
定

め
る

扶
養

義
務

者
を

い
う

。
）

の
う

ち
、

配
偶

者
及

び
子

に
つ

い
て

行
う

。

8
H

18
.1

.2
4

老
計

発
第

01
24

00
1号

老
健

局
計

画
課

長
通

知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長
・

中
核

市
長

老
人

保
護

措
置

費
の

費
用

徴
収

基
準

の
取

扱
い

細
則

に
つ

い
て

第
1 

措
置

事
務

取
扱

指
針

関
連

４
 

当
分

の
間

の
暫

定
措

置
に

つ
い

て
 

当
分

の
間

の
暫

定
措

置
に

つ
い

て
は

、
次

の
よ

う
に

取
扱

う
（

１
）

養
護

老
人

ホ
ー

ム
被

措
置

者
及

び
養

護
委

託
に

よ
る

被
措

置
社

に
係

る
階

層
区

分
は

、
対

象
収

入
に

応
じ

て
１

～
３

９
階

層
の

階
層

区
分

で
決

定
す

る
も

の
で

あ
る

。
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9

S4
5.

6.
10

S4
6.

7.
5

H
5.

9.
3

H
6.

3.
9

社
老

第
69

号
社

老
第

77
号

改
正

老
計

第
11

7号
改

正
老

企
第

64
号

改
正

社
会

局
長

通
知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長

老
齢

者
の

所
得

税
法

上
の

取
扱

い
に

つ
い

て

第
2 

扶
養

控
除

に
つ

い
て

 
扶

養
親

族
の

範
囲

に
、

老
人

福
祉

法
第

11
条

第
1項

第
3号

の
規

定
に

よ
り

、
同

号
に

規
定

す
る

養
護

受
託

者
に

委
託

さ
れ

た
老

人
で

そ
の

居
住

者
と

生
計

を
一

に
す

る
者

の
う

ち
、

合
計

所
得

金
額

が
一

定
額

以
下

の
者

が
加

え
ら

れ
た

こ
と

。

10
S4

6.
7.

5
社

老
第

77
号

社
会

局
長

通
知

都
道

府
県

知
事

・
指

定
都

市
市

長

老
齢

者
の

地
方

税
法

上
の

取
扱

い
に

つ
い

て

第
2 

扶
養

控
除

に
つ

い
て

 
扶

養
親

族
の

範
囲

に
、

老
人

福
祉

法
第

11
条

第
1項

第
3号

の
規

定
に

よ
り

、
同

号
に

規
定

す
る

養
護

受
託

者
に

委
託

さ
れ

た
老

人
で

そ
の

居
住

者
と

生
計

を
一

に
す

る
者

の
う

ち
、

合
計

所
得

金
額

が
一

定
額

以
下

の
者

が
加

え
ら

れ
た

こ
と

。
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事 務 連 絡

令和４年１０月１７日

各       成年後見制度利用支援事業担当課 御中

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課地域生活支援推進室

老健局認知症施策・地域介護推進課

成年後見制度利用支援事業の適切な実施について

日頃から成年後見制度の利用促進にご尽力いただきありがとうございます。

低所得の高齢者、知的障害者及び精神障害者に対して、成年後見制度の申立費用や後見人

等に対する報酬助成を行う成年後見制度利用支援事業については、「第二期成年後見制度利

用促進基本計画」（令和４年３月 25日閣議決定。以下「第二期計画」という。）において、

・ 市町村により実施状況が異なり、後見人等が報酬を受け取ることができない事案が相当

数あるとの指摘がされている。

・ 全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、市町村

には、同事業の対象として、広く低所得者を含めることや、市町村長申立て以外の本人や

親族による申立ての場合の申立費用及び報酬並びに後見監督人等が選任される場合の報

酬も含めることなど、同事業の実施内容を早期に検討することが期待される。

とされたところであり、また、同計画のＫＰＩにおいて令和６年度末までに市町村による適

切な実施のための必要な見直し等の検討とされたところです。「市町村による適切な実施」

とは、少なくとも、同事業の対象として、①市町村長申立以外の本人申立や親族申立の申立

費用及び報酬、②生活保護以外の低所得者の申立費用及び報酬、③後見等監督人が選任され

る場合の報酬を含みます。【別添Ｐ１～２】

令和３年度「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査」の結果においては、助成制

度を設けている市町村は増加傾向にあり、また、市町村長申立以外に本人申立や親族申立の

場合や、生活保護以外の低所得者を対象とする市町村が拡大傾向にあることが認められた一

方、未だ成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村が存在するとともに、対象を限

定している市町村があることが認められたところです。【別添Ｐ３～４】

市町村におかれては、第二期計画を踏まえ、全国どの地域においても成年後見制度を必要

とする人が制度を利用できるよう、成年後見制度利用支援事業の適切な実施についてご検討

いただくとともに、これらの実施に必要な予算の確保に努めていただきますようよろしくお

願いします。あわせて、本事業の実施内容等について各自治体ホームページ等における周知

や窓口における相談等の適切な支援についてお願いします。

都道府県におかれては、管内市町村における成年後見制度利用支援事業の取組状況の把

握・分析に努め、必要に応じて、その結果を公表し、具体的な対応を助言するなど適切な実

施に向けた広域的な見地からの支援をお願いします。

なお、令和４年度厚生労働省老人保健健康増進等事業において、成年後見制度利用支援事

業の推進に関する調査研究事業を実施しており、今後、適切な実施に向けた留意事項を整理

の上、お示しする予定であることを申し添えます。【別添Ｐ５～６】

都道府県

市 町 村

-80-



第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
（
抜
粋
）

（
P
1
6
）

Ⅱ
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
に
向
け
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

２
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の
成
年
後
見
制
度
の
運
用
改
善
等

（
２
）

適
切
な
後
見
人
等
の
選
任
・
交
代
の
推
進
等

③
適
切
な
報
酬
の
算
定
に
向
け
た
検
討
及
び
報
酬
助
成
の
推
進
等

イ
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進
等

・
低
所
得
の
高
齢
者
・
障
害
者
に
対
し
て
申
立
費
用
や
報
酬
を
助
成
す
る
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事

業
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
よ
り
実
施
状
況
が
異
な
り
、
後
見
人
等
が
報
酬
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
事
案
が
相
当
数
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

・
そ
の
た
め
、
全
国
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
が
制
度
を
利
用
で
き
る

よ
う
、
市
町
村
に
は
、
同
事
業
の
対
象
と
し
て
、
広
く
低
所
得
者
を
含
め
る
こ
と
や
、
市
町
村
長
申
立

て
以
外
の
本
人
や
親
族
に
よ
る
申
立
て
の
場
合
の
申
立
費
用
及
び
報
酬
並
び
に
後
見
監
督
人
等
が
選
任

さ
れ
る
場
合
の
報
酬
も
含
め
る
こ
と
な
ど
、
同
事
業
の
実
施
内
容
を
早
期
に
検
討
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

・
国
は
、
上
記
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
の
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
取
扱
い
の
実
態
把
握
に
努

め
、
同
事
業
を
全
国
で
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
留
意
点
を
示
す
な
ど
、
全
国
的
に
同
事

業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
方
策
を
早
期
に
検
討
す
る
。

【
別
添
】

-81-



法
人
後
見
養
成
研
修
事
業
（
地
域
生
活
支
援
事
業

都
道
府
県
任
意
事
業
）

法
人
後
見
養
成
研
修
事
業
（
地
域
生
活
支
援
事
業

都
道
府
県
任
意
事
業
）

K
P
I
（
第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
）

K
P
I※

１

（
令
和
6
年
度
末
の
数
値
目

標
）

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度

令
和
6
年
度

※
２

令
和
7
年
度

令
和
8
年
度

優 先 し て 取 り 組 む 事 項

※ 3

任
意
後
見
制
度
の
利
用
促
進

・
周
知
・
広
報

・
適
切
な
運
用
の
確
保
に
関
す
る
取
組

・
全
1
,7
4
1
市
町
村

・
全
5
0
法
務
局
・

地
方
法
務
局

・
全
2
8
6
公
証
役
場

―

担
い
手
の
確
保
・
育
成
等
の
推
進

・
都
道
府
県
に
よ
る
担
い
手

（
市
民
後
見
人
・
法
人
後
見
実

施
団
体
）
の
育
成
の
方
針
の
策
定

・
都
道
府
県
に
お
け
る
担
い
手

（
市
民
後
見
人
・
法
人
後
見

実
施
団
体
）
の
養
成
研
修
の
実
施

・
全
4
7
都
道
府
県

・
全
4
7
都
道
府
県

市
町
村
長
申
立
て
の
適
切
な
実
施
と
成
年
後
見
制
度

利
用
支
援
事
業
の
推
進

・
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
長
申
立
て
に
関
す
る
研
修
の
実

施 ・
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進

・
全
4
7
都
道
府
県

・
全
1
,7
4
1
市
町
村

権
利
擁
護
支
援
の
行
政
計
画
等
の
策
定
推
進

・
市
町
村
に
よ
る
計
画
策
定
、
第
二
期
計
画
に
基
づ

く
必
要
な
見
直
し

・
全
1
,7
4
1
市
町
村

都
道
府
県
の
機
能
強
化

・
都
道
府
県
に
よ
る
協
議
会
設
置

・
全
4
7
都
道
府
県

※
１
K
P
Iは

、
工
程
欄
の
色
付
き
矢
印
に
対
応
す
る
も
の
。

※
２

専
門
家
会
議
は
、
令
和
６
年
度
に
、
各
施
策
の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
、
個
別
の
課
題
の
整
理
・
検
討
を
行
う
。

※
３

優
先
し
て
取
り
組
む
事
項
と
は
、
全
て
の
項
目
に
対
し
、
令
和
６
年
度
ま
で
の
K
P
Iを

設
定
し
て
推
進
す
る
も
の
。

都
道
府
県
に
お
け
る
担
い
手
（
市
民
後
見
人
・
法
人
後
見
）
の
養
成
研
修
の
実
施

都
道
府
県
に
よ
る
担
い
手
（
市
民
後
見
人
・
法
人
後
見
）
の
育
成
方
針
の
策
定

市
民
後
見
人
養
成

研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
見
直
し
の
検
討

関
係
機
関
等
に
よ
る
周
知
の
継
続

全
国
で
適
切
に
実
施

す
る
方
策
の
検
討

利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
制
度
趣
旨
に
沿
っ
た
適
切
な
運
用
の
確
保
策
の
検
討

市
町
村
、
法
務
局
・
地
方
法
務
局
、
公
証
役
場
等
に
お
け
る

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
・
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
よ
る
制
度
の
周
知

都
道
府
県
に
よ
る
担
い
手
の
継
続
的
な
確
保
・
育
成
等

都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
長
申
立
て
に
関
す
る
研
修
の
実
施

都
道
府
県
に
よ
る
研
修
の
継
続
実
施

市
町
村
に
よ
る
計
画
策
定
・
必
要
な
見
直
し

策
定
状
況
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

都
道
府
県
に
よ
る
都
道
府
県
単
位
等
で
の
協
議
会
の
設
置

都
道
府
県
に
よ
る
協
議
会
の
継
続
的
な
運
営

市
町
村
に
よ
る
実
施

市
町
村
長
申
立
て
の
実
態
等
の
把
握
、
必
要
に
応
じ
た
実
務
の
改
善

市
町
村
に
よ
る
適
切
な
実
施
の
た
め
の
必
要
な
見
直
し
等
の
検
討

※
見
直
し
を
終
え
た
市
町
村
は
、
適
時
そ
の
内
容
に
応
じ
て
実
施
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助
成
制
度
の
実
施
状
況
（
高
齢
者
関
係
）

①
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
係
る
申
立
費
用
や
報
酬
の
助
成
制
度
を
設
け
て
い
る
自
治
体
数

※
1
,7
4
1自

治
体
か
ら

回
答

時
点

助
成
制
度
あ
り

な
し

申
立
費
用
及
び
報
酬

両
助
成
あ
り

申
立
費
用

助
成
の
み

報
酬
助
成

の
み

令
和
３

年
４

月
１
日

1
,6
9
0

1
,5
7
5

1
6

9
9

5
1

令
和
２

年
４

月
１
日

1
,6
6
0

1
,5
0
8

2
5

1
27

8
1

平
成
31
年

４
月

１
日

1
,6
5
8

1
,5
0
9

3
2

1
17

8
3

②
申
立
費
用
や
報
酬
の
助
成
対
象
の
状
況
（
自
治
体
数
）

時
点

申
立

者
別

類
型

別
資
力
別

市
町
村
長

本
人

親
族

そ
の
他

後
見

保
佐

補
助

生
活

保
護

の
み

生
活

保
護

以
外

も
可

令
和
３

年
４

月
１
日

1
,6
8
8

1
,0
6
9

1
,0
3
9

8
84

1
,6
8
9

1
,6
7
4

1
,6
7
1

2
3

1
,6
6
7

令
和
２

年
４

月
１
日

1
,6
4
0

8
71

8
32

6
62

1
,6
5
5

1
,6
2
4

1
,6
2
0

7
1

1
,5
8
8

平
成
31
年

４
月

１
日

1
,6
5
8

8
13

7
81

6
36

1
,6
5
8

1
,6
1
3

1
,6
0
4

8
3

1
,5
7
5

※
助

成
制

度
が

あ
る

自
治
体

か
ら
回

答

③
申
立
費
用
や
報
酬
の
助
成
実
績
（
件
数
）

時
点

申
立
費
用

の
助
成

報
酬
助
成

令
和

2年
度

4
,6
1
9 

1
1,
1
28
 

令
和

元
年
度

4
,0
0
9 

1
0,
0
38
 

平
成

30
年

度
3
,7
7
7 

8
,3
2
5 
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助
成
制
度
の
実
施
状
況
（
障
害
者
関
係
）

①
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
係
る
申
立
費
用
や
報
酬
の
助
成
制
度
を
設
け
て
い
る
自
治
体
数

※
1
,7
4
1自

治
体
か
ら

回
答

②
申
立
費
用
や
報
酬
の
助
成
対
象
の
状
況
（
自
治
体
数
）

※
助

成
制

度
が

あ
る

自
治
体

か
ら
回

答

③
申
立
費
用
や
報
酬
の
助
成
実
績
（
件
数
）

時
点

申
立
費
用

報
酬
助
成

の
助
成

令
和

2年
度

1
,0
3
5

4
,4
0
1

令
和

元
年
度

8
34

3
,8
6
4

平
成

30
年

度
9
20

3
,1
0
7

助
成
制
度
の
実
施
状
況

（
自
治
体
数
）

時
点

助
成
制
度

な
し

あ
り

申
立
費
用
及
び
報
酬

申
立
費
用

報
酬
助
成

両
助
成
あ
り

助
成
の
み

の
み

令
和
3
年
4月

1日
1
,6
8
2

1
,5
6
5

2
0

9
7

5
9

令
和
2
年
4月

1日
1
,6
5
0

1
,5
0
4

3
0

1
16

9
1

平
成
3
1年

4月
1日

1
,6
4
2

1
,4
9
6

3
4

1
12

9
9

時
点

申
立
者
別

類
型
別

資
力
別

市
町
村
長

本
人

親
族

そ
の
他

後
見

保
佐

補
助

生
活

保
護

の
み

生
活

保
護

以
外

も
可

令
和

3年
4月

1日
1
,6
8
0

1
,0
6
3

1
,0
3
0

8
93

1
,6
8
1

1
,6
6
8

1
,6
6
6

3
1

1
,6
5
1

令
和

2年
4月

1日
1
,6
2
4

8
55

8
12

6
53

1
,6
3
4

1
,5
9
8

1
,5
9
4

7
7

1
,5
7
3

平
成

31
年

4月
1日

1
,6
4
2

7
89

7
56

6
29

1
,6
4
2

1
,5
7
9

1
,5
7
1

9
7

1
,5
4
5
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成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
市
町
村
長
申
立
の
適
切
な
実
施
及
び
成
年
後

見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

１
．
事
業
名

令
和
４
年
度
厚
生
労
働
省
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業

「
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
市
町
村
長
申
立
の
適
切
な
実
施
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」

３
．
事
業
概
要

全
国
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
が
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
「
市
町
村
長
申
立
て
」
の
適

切
な
実
施
や
「
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
」
の
積
極
的
な
実
施
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
町
村
長
申
立
て
の
実
施
状
況
や
、
成
年
後

見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
間
で
格
差
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
事
業
で
は
、
以
下
に
つ
い

て
取
り
組
む
。

①
「
市
町
村
長
申
立
て
」
に
つ
い
て

• 
全
国
の
市
町
村
長
申
立
て
の
実
施
状
況
や
支
障
事
例
等
の
把
握

• 
好
事
例
の
と
り
ま
と
め
・
紹
介
や
、
各
自
治
体
が
参
考
と
な
る
よ
う
な
取
組
の
提
案

②
「
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
」

• 
全
国
の
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施
状
況
や
未
実
施
理
由
等
の
把
握

• 
事
業
の
推
進
に
つ
な
が
る
留
意
事
項
の
整
理

２
．
事
業
実
施
団
体

一
般
財
団
法
人
日
本
総
合
研
究
所

４
．
検
討
体
制

学
識
者

山
城
一
真
教
授
（
早
稲
田
大
学
）

※
座
長

専
門
職

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士

自
治
体

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
町
村

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

厚
生
労
働
省
老
健
局
、
社
会
・
援
護
局
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
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成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
市
町
村
長
申
立
の
適
切
な
実
施
及
び
成
年
後

見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業

５
．
事
業
内
容

６
．
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

６
月
：
実
施
団
体
決
定
、
８
月
：
第
１
回
委
員
会
開
催
、
９
～

1
0
月
：
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
10
～

12
月
：
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
、

１
月
：
第
２
回
委
員
会
開
催
、
３
月
：
第
３
回
委
員
会
開
催
、
報
告
書
完
成

ア
ン

ケ
ー
ト

調
査

（
市
町

村
及
び

都
道

府
県
）

①
市
町
村
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

⚫
目
的
：
市
町
村
長
申
立
て
や
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施
状
況
や
支
障
事
例
、
課
題
等
の
把
握

⚫
対
象
：
市
町
村
（

1,
74
1市

町
村
の
高
齢
福
祉
担
当
部
署
、
障
害
福
祉
担
当
部
署
）

⚫
内
容
：

• 
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
実
施
状

況
• 
市
町
村
長
申
立
て
の
要
綱
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
状
況
、
内
容
、

検
討
体
制
、
支
障
事
例
、
課
題
等

• 
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
要
綱
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
状

況
、
内
容
、
未
実
施
理
由
、
課
題
等

②
都
道
府
県
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

⚫
目
的
：
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
支
援
の
取
組
状
況
の
把
握

⚫
対
象
：
都
道
府
県
（

47
都
道
府
県
の
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
担
当
部
署
）

⚫
内
容
：

• 
市
町
村
に
対
す
る
支
援
内
容
（
相
談
・
助
言
対
応
、
研
修
の
実
施
等
）

• 
市
町
村
間
の
調
整
事
例

ヒ
ア

リ
ン
グ

調
査

（
市

町
村
及
び

都
道
府
県
）

①
市
町
村
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

⚫
目
的
：
市
町
村
長
申
立
て
の
適
切
な
実
施
や
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進
に
向
け
て
、
モ
デ
ル

と
な
り
得
る
市
町
村
の
取
組
等
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
抽
出
し

、
工
夫
や
課
題
解
決
に
向
け
た
ヒ
ン

ト
を
得
る
。

⚫
対
象
：
７
市
町
村
程
度

②
都
道
府
県
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

⚫
目
的
：
市
町
村
支
援
の
取
組
や
調
整
を
行
っ
た
内
容
等
に
つ
い
て
、
工
夫
や
課
題
解
決
に
向
け
た
ヒ
ン
ト

を
得
る
。

⚫
対
象
：
５
都
道
府
県
程
度
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障障発０３３０第 11 号 

障精発０３３０第 21 号 

老計発０３３０第 13 号 

平成 12 年３月 30 日 

（一部改正）障障発第 0729001 号 

障精発第 0729001 号 

老計発第 0729001 号 

平成 17 年７月 29 日 

（最終改正）障障発 1126 第１号 

障精発 1126 第 1 号 

老認発 1126 第２号 

令和３年 11 月 26 日 

 

 

 

各        民生主管部(局)長宛 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の

基本的考え方及び手続の例示について 

 

 

老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 32条、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 51 条の 11 の２及び知的障害者福祉法（昭和

35 年法律第 37 号）第 28 条に基づく市町村長による後見等の開始の審判請求（以下

「市町村長申立て」という。）に関しては、｢民法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について｣（平成 12 年３月 30 日付け障障

発 0330第 11号、障精発 0330第 21号、老計発 0330第 13号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健

局計画課長連名通知）及び｢｢民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知

的障害者福祉法の一部改正について｣の一部改正について｣（平成 17年７月 29日付け

障障発第 0729001号、障精発第 0729001号、老計発第 0729001号厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、

老健局計画課長連名通知）において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の手続を示

都道府県 

市 町 村 
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してきたところである。 

 しかし、対象者の現在地と居住地、援護元が異なるなど複数の市町村が関わる場

合にいずれの市町村が成年後見審判の請求を行うかの申立基準が示されていないこ

とや、虐待事案等迅速な対応が必要な場合の親族調査のあり方などについて課題が

指摘されていることから、令和２年度に｢成年後見制度における市町村長申立に関す

る実務者協議｣を開催の上、検討を行い、令和３年３月 31日付けで｢成年後見制度に

おける市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめ」（以下｢取りまとめ｣とい

う。）を公表したところである。 

 今般、取りまとめを踏まえ、上記通知を全部改正することとし、市町村長申立て

基準及び虐待事案等における親族調査の基本的な考え方を示すとともに、市町村長

申立ての手続の例示を別添１及び２のとおり見直したので、御了知の上、関係機関

等に周知を図られたい。 

なお、本通知は法務省民事局と協議済みであることを申し添える。 

 また、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規

定に基づく技術的助言として発出するものである。 
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記 

１ 市町村における成年後見開始の申立事務について 

成年後見制度は、私法上の法律関係を規律するものであり、本人、配偶者、四親

等内の親族等の当事者による申立てに基づく利用に委ねることが基本となるが、判

断能力が不十分な認知症高齢者、精神障害者及び知的障害者のうち、身寄りがない

場合など当事者による申立てが期待できない状況にあるものについて、当事者によ

る審判の請求を補完し、成年後見制度の利用を確保するため、これらの者に対する

相談、援助等のサービス提供の過程において、その実情を把握しうる立場にある市

町村長に対し、審判の請求権を付与することとしたものである。 

また、判断能力が不十分な認知症高齢者、精神障害者及び知的障害者のうち、身

寄りがない場合など当事者による申立が期待できない状況にあるものについての

権利擁護のための支援策としては、市町村長申立てに基づく成年後見制度の活用の

ほか、日常生活自立支援事業の活用も考えられること、さらに、身寄りのない認知

症高齢者等は、老人福祉法第 10条の４又は第 11条に基づく市町村の措置等の対象

になりうることを申し添える。(任意後見契約が登記されている場合には、原則と

して当該契約が優先することになる。(任意後見契約に関する法律第 10条)) 

なお、成年後見制度と日常生活自立支援事業との関係については、「民法の一部

を改正する法律等の施行に伴う地域福祉権利擁護事業の実施上の留意点について」

(平成 12 年 3 月 30 日社援地第 14 号厚生省社会・援護局地域福祉課長通知)を参考

にされたい。 

 

２ 市町村長の審判の請求における留意事項等について 

(１) 申立書について 

申立書について、家庭裁判所で用いられる書式例(別添３)を参考までに添付

する。なお、実際の申立てに当たっては、その提出先が後見・保佐・補助の開

始の審判を受ける者の住所地を管轄する家庭裁判所であることから、記載方法

等については、管轄の家庭裁判所に確認されたい。 

(２)  審判の請求に要する費用について 

審判の請求にあたっては、印紙代(後見又は保佐開始の審判の申立ては 800

円、保佐又は補助開始の審判の申立てと同時に代理権付与又は同意権付与の審

判の申立てもするときは 1,600円、保佐又は補助開始の審判の申立てと同時に

代理権付与及び同意権付与の審判の申立てもするときは 2,400 円)、登記手数

料(後見・保佐・補助の開始の審判の申立てについては 2,600円)、送達・送付

費用（納めるべき郵便切手の額については、管轄の家庭裁判所に確認されたい）、

鑑定費用等の費用負担が必要となる。また、後見等の開始後には、後見等の事

務を行うために必要な経費や成年後見人等の報酬等の費用負担が必要となる

が、これらについては、本人が負担することになること。 

 (３) 成年後見人等の候補者について 

申立てに当たっては、適当な成年後見人等の候補者がある場合には、これ

を申立書に記載することが望ましいが、家庭裁判所は、成年後見人等の選任

に当たって、 

・ 成年被後見人等の心身の状態並びに生活及び財産の状況 

・ 成年後見人等となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人等との利害関係の

有無 
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・ 成年後見人等となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに

その法人及びその代表者と成年被後見人等との利害関係の有無 

・ 成年被後見人等の意見 

・ その他一切の事情 

を考慮しなければならないこととされている。(改正後の民法第 843条第 4項 

、第 876条の 2第 2項及び第 876条の 7第 2項) 

市町村長の審判の請求の際に成年後見人等の候補者を申立書に記載する場合

は、例えば、認知症高齢者、精神障害者及び知的障害者のうち、社会福祉施設

に入所しているものについては、当該施設の施設長や当該施設を経営する法人

を成年後見人等とすることは本人にとって利益相反に当たる可能性があること

に留意すること。 

 (４) 医師の診断書について 

補助開始の審判の際に必要となる医師の診断書についても、最高裁判所事務

総局家庭局作成の書式例(別添４)を参考までに添付する。 

(５) 成年後見制度利用支援事業の積極的な活用について 

成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度

の利用が困難であると認められるものについて、知的障害者及び精神障害者に

ついては、「地域生活支援事業の実施について」（平成 18 年８月１日障発第

0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）において、高齢者に

ついては、「地域支援事業の実施について」（平成 18年６月９日老発第 0609001

号厚生労働省老健局長通知）において、それぞれ成年後見制度利用支援事業（以

下「利用支援事業」という。）として成年後見制度の申立てに要する経費及び後

見人等の報酬について補助の対象としているところである。 

各自治体においては、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である

者に対する権利擁護の観点から、事業の積極的な活用を図られたい。 

 

３ 市町村長申立ての対象者の住所と居所が異なる市町村である場合における申立

基準の原則 

(１) 申立てを行う市町村について 

市町村長申立てに当たっては、対象者の権利擁護支援が迅速に行われること

により、本人の利益が尊重されることが重要である。市町村長申立てを行う市

町村は、本人の状態像や生活実態を的確に把握していることが重要であること

や、施設所在地への申立ての過度の集中を防ぐ観点も考慮する必要がある。こ

れらの観点を総合的に踏まえ、住所（住民登録のある場所をいう。以下同じ。）

と居所が異なる市町村である場合における市町村長申立ては原則として、 

 

   ・ 生活保護の実施機関(都道府県が実施機関である場合を除く。以下同じ。) 

   ・ 入所措置の措置権者 

   ・ 介護保険の保険者 

   ・ 自立支援給付の支給決定市町村 

 

等となる市町村が行うこと。 
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ただし、施設入所が長期化し、施設所在地市町村が本人の状況をよく把握し

ている場合等においては、当該市町村が積極的に申し立てることを妨げるもの

ではない。 

また、居所となる施設所在地市町村や成年後見制度の利用促進を担う中核機

関等は、医師の診断書や本人情報シートの作成に係る調整、後見人等の受任調

整等に関して、迅速な申立てに資するため、市町村長申立てを行う市町村の要

請に応じて協力すること。 

なお、本人の年齢や状態によっては、市町村内において関係部局が複数にな

ることも想定されることから、市町村長申立てに向けて円滑な情報共有を図る

ため、庁内における連携体制を構築すること。 

(２) 利用支援事業における市町村間の取扱いの差異について 

全国どこに住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用するこ

とができるよう、利用支援事業について市町村間の取扱いの差異（格差）を解

消することが重要である。利用支援事業が未実施であることや対象者の範囲が

異なることを理由として申立てを行わないなど、利用支援事業の実施の有無等

が市町村長申立ての実施に影響することがないよう、利用支援事業の未実施市

町村等におかれては、国の成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査の結

果も踏まえつつ、積極的な取組をお願いしたい。 

 

４ 市町村長申立てにおける親族調査の基本的な考え方について 

市町村長申立てにおける親族の有無等についての調査（以下｢親族調査｣という。）

は、老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法

の規定に基づき、親族等の法定後見の開始の審判等の請求を行うことが期待できず、

市町村長が｢その福祉を図るため特に必要があると認めるとき｣かどうかを確認する

ために行うものであり、次の３つに分けられる。 

 

ア 戸籍調査 

  親族の有無を確認する目的で行う調査 

イ 意向調査 

  親族が申立てを行う意向があるかを確認する目的で行う調査 

ウ 利用意見調査 

成年後見制度を利用開始すること等への意見を確認する目的で行う調査 

 

(１) 戸籍調査の基本的な考え方について 

市町村長申立てに当たっては、市町村長は、あらかじめ２親等以内の親族の

有無を確認すること。その結果、２親等以内の親族がいない場合であっても、３

親等又は４親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、

市町村長申立ては行わないことが適当である。 

(２) 意向調査の基本的な考え方について 

意向調査については、親族が申立てを行う意向が確認できないことを理由と

して申立事務を中断することなく、迅速な市町村長申立ての実施に努めること。 

また、虐待以外であっても、親族の重病、長期不在や居住不明により親族から

の申立てが期待できない場合は、省略することができる。 

 (３) 利用意見調査の基本的な考え方について 
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利用意見調査については、制度利用に対する親族の同意は必要とされておら

ず、利用意見調査表の提出は義務ではない。これを踏まえて、親族の同意が得

られないことを理由として申立事務を中断することなく、迅速な市町村長申立

ての実施に努めること。 

 (４) 虐待等の緊急事案における親族調査の基本的な考え方について 

虐待等の緊急事案における親族調査については、個々の事案の状況に応じて

適切かつ迅速な申立てが求められるところであり、次のとおり取り扱うこと。 

 

・  戸籍調査については、本人に対する権利擁護支援において中核を担うキー

パーソンの把握という観点から、虐待事案等においても原則として実施する

こと。 

ただし、事案の緊急性が高い場合で、２親等以内の親族が遠隔地に住んで

いる等の理由により戸籍情報の取得が遅れる場合においては、現状において

把握し得る情報をもって速やかに審判の申立てを行った上で、並行して戸籍

調査を行うこともあり得ること。 

・  意向調査については、虐待等の緊急事案においては省略することができる

こと。 

一方で、戸籍調査を行う過程で他のキーパーソンが明らかになった場合や、

成年後見の申立後の支援等を考慮するに当たって調査を実施した方が良いと

判断した場合等においては、各市町村の判断により意向調査を実施すること

ができる。 

ただし、虐待者に成年後見制度利用の意向が伝わり、状況等が更に悪化す

ることが想定されることから、実施に当たっては十分留意すること。 

・  利用意見調査については、キーパーソンの把握や推定相続人の意見確認と

いう観点から任意で調査を行う場合、意向調査と同様、親族へ調査すること

で虐待者に成年後見制度利用の意向が伝わることで、状況等が更に悪化する

ことも想定されることから、慎重に実施すること。 
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